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JIS Q 9100 審査員認証制度変更に対するコメント

No. コメント提出者 
（敬称略） コメント内容 JRMC 対応案 

１ (株)テクノファ JRCA殿の認定をJAB殿が行わなくなることによって、ＪＲＣＡ殿に 
よる研修機関の審査に対して、どのような影響がでるのでしょうか。 
 

今回計画している変更は、認定機関による審査員
認証機関の「認定」から航空宇宙審査登録管理委
員会（JRMC）による審査員認証機関の「承認」に
変更するもので、研修提供者(機関)殿に対する要
求事項を変更するものではありません。従って、審
査員認証機関殿の研修提供者(機関)殿に対する
審査について影響を及ぼすことはないと認識してい
ます。 

２ 
 

(株)テクノファ 現在JRCA殿の研修機関への審査は、複数の分野にまたがる複合審査 
の形態にて行われています。 
新制度後も、ＪＲＣＡ殿が複合審査を行うことが出来るような制度運営を 
お願い致します。 

審査員認証機関であるＪＲＣＡ殿の研修機関殿に 
対する審査形態は、ＪＲＣＡ殿のご意向で実施され
ており、航空宇宙の認証基準（ＳＪＡＣ９０１０及び 
9０１１）ではその方法については特に規定して 
おりません。従いましてＪＲＣＡ殿が行う審査形態に
ついては言及できませんので御了承願います。 

３ (株)テクノファ 今般の制度変更を受け、ＪＲＣＡ殿ではコース承認基準・手順を変更 
されることになると思います。 
改訂文書の公表時期、及び適用開始日、及び移行期限等の設定に 
つきましては、実情を十分にご勘案の上、設定を頂きますようお願い 
致します。 

今回の変更を受けて、JRCA 殿の内部手順の変更
は発生する可能性はありますが、上記通り、研修提
供者(機関)殿に対する要求事項を変更するもので
はありませんので、研修提供者(機関)殿に影響を 
与える変更はないものと認識しています。 
尚、もし影響を及ぼすような変更が発生した場合

は、改訂文書の公表時期、及び適用開始日、及び
移行期限等の設定につきましてJRCA殿と協議して
進めたいと思います。 
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